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A Study of the German Early Childhood Education and Care System
― In focusing on its position―
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Abstract: This paper studies the early childhood education and care (ECEC) system in 
Germany and analyzes its position as an out-of-school “education” system.　In many 
countries, the ECEC system has traditionally been outside the formal educational system, 
and has often been associated with the welfare system.　Recently, there has been a global 
shift emphasizing the importance of education in children’s early years, and many ECEC 
systems have been integrated into formal school systems.　In Germany, the ECEC system 
is a part of the youth welfare system, which is closely to connected to the ideology of social 
pedagogy (Sozialpädagogik).　Social pedagogy, thus forms the theoretical basis of both the 
youth welfare and ECEC systems in Germany, aiming to provide “education in its broadest 
sense.” Social pedagogy involves broad educational concepts that are not confined to the 
issue of schooling.　The German ECEC system can be regarded as a unique “education” 
system, but also involves various fields related to children’s education and welfare outside 
school settings.　This suggests that a comprehensive perspective on education should be 
taken.
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１．はじめに

　現在，子どもの教育や福祉にかかわる領域は数多く
存在している。学校，保育施設，児童福祉施設，社会
教育施設，矯正教育施設等は幅広い意味での子どもの
教育や福祉にかかわるものであるが，これらの施設や
分野は，それぞれに個別の専門領域を形成し，管轄や
専門職，社会的機能等の諸点において異なるものとし
て位置づけられている。特に，学校を中心とする「教
育」領域と，主に「福祉」に基礎を置くその他の子ど
もにかかわる領域は，明確に区別される傾向が強い。
　このような「教育」と「福祉」の分離ともいえる状
態は，先に挙げた子どもの教育や援助にかかわる領域

を捉える上で，しばしば問題となるものである。例え
ば，保育分野に焦点を絞ると，磯部（2007）が指摘す
るように，世界的に見て，保育システムは学校教育シ
ステムとは異なるシステム（主に福祉システム）に位
置づけられてきたため，福祉的側面に重点が置かれ，
教育的な部分の検証が十分に行なわれてこなかったこ
とが大きな課題となっている。そのような問題状況を
受けて，近年では保育における「教育」の在り方が大
きくクローズ・アップされている。保育システムをめ
ぐる改革において，教育所管の「幼児教育（early 
education）」と福祉所管の「子どもケア（childcare）」
という形で分離してきた保育システムを統合する際，
保育の制度・管轄の「教育への統合」が数多く行なわ
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れていることは1），幼児期の「教育」への関心が高まっ
ていることの一つの表れであろう。このような動向は，

「教育」と「福祉」に分離してきた２つの保育システ
ムを統合した「一体的・包括的システム」の構築であ
るようにも思われるが，実際には「学校教育への統合」
あるいは「福祉から教育への移行」と捉えることので
きるものでもある。幼児期の「教育」の在り方が問わ
れる中で，保育を「（学校）教育」の中に組み入れる
ことは，幼児期からの一貫性のある「教育」を可能に
するというメリットはあるものの，果たして「教育」
と「福祉」の統合という課題に答え得るものとなって
いるのだろうか。思うに，保育をはじめとするさまざ
まな子ども援助領域は，「教育」か「福祉」かという
二者択一的な観点からとらえることのできない複合的
な領域であり，教育学の立場からそのような領域をど
のように捉え，位置づけていくのかということは重要
な課題である。そのためには，学校を中心として語ら
れる「教育」概念を問い直し，学校以外の場で行なわ
れる教育や援助をどのように捉えるのか，ということ
を検討する必要があると思われる。
　以上のような問題意識から，本研究では，ドイツの
保育システム2）に着目する。ドイツの保育システムは，
先行研究において「福祉」に位置づけられるものであ
るとされているが（Kaga et al. 2010），その内実を見
ると，「青少年援助（Jugendhilfe）」と呼ばれる領域
に位置づけられている。青少年援助とは，「社会的教
育学（Sozialpädagogik）」を理論的基盤として，乳幼
児保育，学童保育，児童養護，青少年活動，職業教育，
矯正教育等の幅広い分野を「学校と家庭と並ぶ教育の
第三領域」（生田他 2011，p.146）として包括するも
のである。このように，ドイツの保育システムは，「福
祉」システムの一環というよりも，児童・青少年福祉
領域を包含する学校教育とは異なる「教育」システム
の一環として捉えることができるものであり，上記の
ような課題について考察する上で示唆的なものである
と考えられる。
　以下では，青少年援助の一環としてのドイツの保育
システムがどのようなものであるのかを提示したうえ
で，その理論的基盤である社会的教育学の概念につい
て検討する。

２．�青少年援助の一環としてのドイツ
の保育システム

　ドイツの保育は，「青少年援助（Jugendhilfe）」と
呼ばれる領域の一環である。ここでは，青少年援助の
一環としての保育システムの位置づけがどのようなも

のであるのかについて検討する。
（１）青少年援助の概要
　現在，ドイツの保育制度は，連邦家庭・高齢者・女
性・青少年省所管の下，児童・青少年援助法（Kinder-
und Jugendhilfegesetz：略称 KJHG）において規定さ
れている。同法では，①青少年活動，青少年のための
福祉活動，児童・青少年の教育的保護，②家庭におけ
る教育の促進，③保育施設とデイケアにおける児童の
育成，④教育への援助，精神障害のある児童と少年に
対する適応援助，青年に対する援助が青少年援助の事
業として規定されている3）。
　このように，青少年援助は保育をはじめとするさま
ざまな児童・青少年の教育と福祉にかかわる領域を包
含するものである。それでは，青少年援助とは一体ど
のような性質を持つ領域として捉えることができるの
だろうか。ここではその特徴として，次の三点が挙げ
られる4）。一点目は，青少年援助の位置づけについて
である。青少年援助は「学校，家庭と並ぶ第三領域」（生
田 2010，p.15）として位置づけられるものである。
この点に関して，生田（2010）は，日本で「学校，地
域，家庭」というように学校と家庭の間にあるものと
して「地域」が位置づけられるのに対し，ドイツでは
青少年援助が位置づくことを指摘している。二点目は，
青少年援助に携わる専門職についてである。青少年援
助専門職は，青少年援助分野全体を対象としたもので
あり，「社会的教育者（Sozialpädagoge）」と総称され
るものである5）。三点目は，理論的基盤として「社会
的教育学」という学問領域を有していることである。
社会的教育学については，次節において詳しく検討す
るが，それは「青少年援助の理論と実践」（Mollenhauer 
1979, S.13）であり，さまざまな問題を抱える子ども
に対する教育学なアプローチとして捉えることができ
るものである。また，社会的教育学は，学校と家庭以
外の場で行なわれる青少年援助の事業を，「教育」的
なものとして捉えるものであるともいえる。
（２）青少年援助としての保育の位置づけ
　それでは，保育システムが青少年援助システムの中
に位置づけられていることには，一体どのような意義
があるのだろうか。
　青少年援助という領域に保育が位置づけられている
ことについては，領域が幅広く定義されていること
や，福祉領域でありながら教育学と密接な関連を持っ
ているという点においては評価することができる

（OECD 2006）。
　しかし，このような保育システムの在り方は，ドイ
ツ国内において必ずしも肯定的に受け止められている
とはいえない面もある。そもそも，保育が青少年援助



― 269 ―

ドイツの保育システムに関する研究 ― システムの位置づけに着目して ―

事業の一つとされたのは，ワイマール期に行なわれた
保育の国家制度化の過程における幼稚園の位置づけを
めぐる議論の結果である6）。その結果とは，幼稚園は
学校ではなく児童福祉施設であり，児童・青少年福祉
制度の一環として位置づけるというものである。この
ような位置づけは，学校がすべての子どもを対象とす
るのに対し，児童福祉施設は特別な援助を要する少数
の子どもを対象とするものという論理から行なわれた
ものである。このような位置づけが行なわれた背景と
して，大崎（1978）は，第１次大戦後の子どもの困窮
状況から，幼児の福祉の問題への関心が高まる中，保
育の問題は福祉の問題に含めて考えられていたことを
指摘している。また，ドイツにおける幼稚園は，歴史
的にみると家庭教育を補完する教育施設として発展し
てきたが，産業革命以後，婦人労働の増加に伴う子ど
もの保護という社会的な理由によって設立されるよう
になり，社会事業，慈善事業としての性格を強めてい
たことも影響しているといえる7）。こうした位置づけ
は，現在に至るまで受け継がれているが，たとえば，
デルシャオ（1984）は，保育システムが学校教育シス
テムとはまったく異なる枠組みに位置づけられてきた
ために，保育は教育政策や教育学の対象とみなされず，
教会および私的な福祉の課題とされてきたこと，およ
び幼稚園を教育制度に組み込むことが望まれてきたこ
とを指摘している。また，保育者は教育職のヒエラル
キーにおいて低く位置づけられていることも指摘され
ている。
　以上のような問題状況は，ドイツにおける青少年援
助が，理論的には教育学と密接な関連を持つものであ
るとされながらも，実態的には学校教育とは異なる福
祉的な領域としての課題を有していることを示してい
るといえるだろう。

３．理論的基盤としての社会的教育学

　以上に述べたように，青少年援助の一環としての保
育システムの位置づけは，実態的な面ではさまざまな
課題を抱えているものの，福祉領域でありながら教育
学と密接な関連を持つという点において，青少年援助
は特徴的である。このようなアプローチの基礎を形成
しているのは，社会的教育学（Sozialpädagogik）で
ある。社会的教育学は，これまで青少年分野を中心と
して取り上げられることが多かったが，近年では，保
育との関連においても一定の注目を集めるようになっ
ている。以下では，ドイツの保育システムの理論的基
盤である社会的教育学がどのようなものであるのかを
検討する。

（１）社会的教育学の概要
　社会的教育学は，19世紀半ばのドイツにおいて登場
した概念であり，その伝統は現在に至るまで受け継が
れている。社会的教育学は非常に多義的な概念であり，
またいくつかの系譜も存在するが，ここでは，①「社
会問題に対する教育学的解決」としての社会的教育学，
② 「学校と家庭以外のすべての教育領域」としての社

会的教育学，という２つの観点からその概要を示す
こととする。

① 「社会問題に対する教育学的解決」としての社会的
教育学

　社会的教育学のアプローチの本質は，しばしば「社
会問題に対する教育学的解決」という言葉で表される

（Hämäläinen 2003）。このようなアプローチは，ディー
スターヴェーク（Diesterweg, A）に起源を持つもの
であり，貧困などの社会的な困難を抱える者に対する
社会的な援助を教育学的に捉えるものであるといえ
る。19世紀半ばに「社会的教育学」という用語が登場
する以前にも，たとえば，コメニウス，ペスタロッチー，
フレーベルなどは，「社会的教育学」という用語を用
いることなく教育学的な観点から貧困や他の形での社
会的困窮に注意を払ってきた教育者たちであり，社会
的教育学的な観点のパイオニアとして捉えることがで
きる（Hämäläinen 2003）。
　このような社会的教育学の性質は，ソーシャルワー
クとの比較において，本質的に「不足を志向する

（deficit-oriented）」ものではないことと表現されてい
る（Lorenz 2008）。ソーシャルワークにおける援助が
何らかの福祉的ニーズを満たすためのものであると捉
えるならば，社会的教育学は，何らかの「不足」を埋
めるための援助ではなく，教育によって社会的困難を
克服するための主体形成を行なうものであるといえよ
う。
② 「学校と家庭以外のすべての教育領域」としての社

会的教育学
　以上のように，社会的教育学は，何らかの社会的困
難を抱える者に対する働きかけを，福祉的援助ではな
く，教育学的な援助として捉えるものである。このよ
うなアプローチは，20世紀以降，主に児童・青少年福
祉領域を対象として発展してきた。ここでは，領域概
念としての社会的教育学がどのようなものであるのか
を提示する。
　社会的教育学の領域概念を確立した人物として挙げ
られるのは，ノール（Nohl, H）である。ノールは，
それまで学校教育を対象としてきた教育学の対象を拡
大し，学校外で行なわれる児童・青少年の教育・福祉
活動（青年援助，養護教育，幼稚園，監獄教育，民衆
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大学等）を社会的教育学の対象領域として位置づけた
（生田・大串・吉岡 2011）。また，ボイマー（Bäumer, 
G）は，社会的教育学を「学校と家庭以外の教育のす
べてを示す教育学的領域」であり，「学校以外の社会
的・国家的な教育福祉（Erziehungsfürsorge）の総体」

（Bäumer 1929, S.3）と定義づけることによって，そ
の領域を明らかにしている。
　以上のことから，社会的教育学は，児童・青少年福
祉領域を「学校と家庭以外のすべての教育領域」とし
て位置づける，教育福祉的な性格を持つものであるこ
とがわかる。

（２）社会的教育学と保育の関連
　それでは，上記のような社会的教育学は，保育との
関連においてどのようなものとしてとらえられている
のだろうか。以下では，ドイツ国外の研究動向とドイ
ツ国内の状況の２つの観点から検討する。
①ドイツ国外の研究動向
　近年，社会的教育学は保育との関連において一定の
注目を集めている。このような動向は，ドイツ国外，
特にイギリスを中心とする英語圏の国において顕著で
ある。例えば，ロンドン大学の研究グループは，社会
的教育学を「ケア（Care）と教育（education）が交
わる場所」と位置づけ，「教育（education）」とは異
なるものとして扱われてきた自国の「子どもケア」

（childcare）の捉え直しを試みている8）。
　また，OECD も，保育政策に関する報告書（OECD 
2004, 2006）において，社会的教育学を以下のような
ものとして捉えている。

「19世紀のドイツに起源をもつ社会的教育学は，子ど
も（若者と成人も含む）のための理論，実践，専門職
を指すものである。それは，形と役割を変えながら大
陸ヨーロッパの多くの国々に浸透するようになった。
社会的教育学のアプローチは，本来的にホリスティッ
クなものである。教師は，子ども全体―体，心，感情，
創造性，歴史，社会的アイデンティティ―に焦点を当
てる。このようなアプローチは，子ども感情のみに焦
点を当てる心理療法的アプローチとも，子どもの体の
みの焦点を当てる医学・健康アプローチとも，知力

（mind）のみに焦点を当てる伝統的な教授アプローチ
とも異なるものである。子どもを全体的に捉える教育
者にとって，ケア（Betreuung）・陶冶（Bildung）・
訓育（Erziehung）は密接に関連している，日常の保
育レベルで本当に分離することのできない活動であ
る。ケア・陶冶・訓育は，連携させる必要があるよう
な分離した分野ではないが，子どもの生活のあらゆる
部分において相互に繋がり合っている。」（OECD 

2004, S.23）
　このように社会的教育学のアプローチは「ホリス
ティック」なもの，すなわち子どもを全体的に捉える
ものであるとされている。また，ドイツの保育を表わ
す概念である「ケア・陶冶・訓育」は，社会的教育学
概念のもとに包含されるという。このようなアプロー
チは，幼児期の「教育」を学校教育の準備段階と捉え
る「幼児教育（early education）」あるいは「就学準
備型」のアプローチと対置されるものである。
　以上のような社会的教育学の位置づけは，英語圏の
“education”概念との対比によるものである。イギリ
スの研究者であるペトリー（2002）は，「ケア」が自
国においては「教育学的（pedagogic）」サービスとは
みなされていないこと，および英語圏には「アカデミッ
クな教育と結びついた教育（education）」と区別され
る単一の語（概念）がないことを指摘している。すな
わち，「教育（education）」が学校教育を意味する限
定的なものとなっており，学校外で行なわれる「ケア」
は「教育」とは結びつきのないものとして捉えられて
いることを問題として，社会的教育学を学校教育だけ
でなく子どもを育てること，ケアすること，彼らの発
達を支えることを含みこんだ「最も広い意味での教育

（education-in-its-broadest-sense）」（petrie 2002, p.63）
として捉えているのである。このようなアプローチは，

「教育」概念をより広く捉えることによって，断絶し
てきた「教育」と「ケア」を結びつけようとするもの
である。
　②ドイツ国内の状況
　また，ドイツ国内の議論に目を向けると，オーバー
ヒューマ（2004）は，保育における「社会的教育学の
伝統」について，次のように述べている。社会的教育
施設としてのドイツの保育施設の役割は，常に幅広い
ものとして理解されてきており，その教育哲学は，「決
して就学準備や学問的スキルに焦点を当てるもの」で
はなく，「社会的学習（Sozial Lernen）」のスキルの
重要性に対して強い信念を持つものである。また，社
会的教育学が，公教育とは異なるインフォーマルな教
育としての性質を持っていることも指摘されている。
　ドイツの保育施設における保育方法は，「状況アプ
ローチ（Situationansatz）」あるいは「社会的学習」
と呼ばれ，アカデミックなスキルの獲得よりも，子ど
もの生活・子どもの興味を起点として，社会的な発達，
情緒的な発達に重点が置かれてきた9）。はっきりとし
たカリキュラムは存在せず，保育施設の使命である子
どもの「ケア・陶冶・訓育」（児童・青少年援助法第
22条２項）という理念の下に，それぞれの施設や保育
者がかなりの自由度をもって保育プログラムを構成し



― 271 ―

ドイツの保育システムに関する研究 ― システムの位置づけに着目して ―

ている（Diskowski 2004, ノイマン 2008）。以上のよ
うに，社会的教育学としての保育は，学校教育におけ
るアカデミックな学習とは一定の距離を置き，社会
的・情緒的発達を中心的課題と考えてきたのである。
　以上のように，ドイツの保育は学校教育とは異なる
アイデンティティを持つ領域に位置づけられ，子ども
のホリスティックな発達―特に社会的・情緒的な発達
―を重視するものである。しかし，そのような保育ア
プローチは，現在大きな転換を迫られている。2000年
代以降，PISA ショックを契機として学力低下が大き
な社会問題となったことで，幼児期の認知的な学習，
すなわち「Bildung（陶冶）」の在り方が大きく問われ
るようになったのである。連邦レベル，州レベルでの
保育施設のための「教育計画（Bildungspläne）」が作
成され，学校教育との連続性が強く意識されている（ノ
イマン 2008）。このことは，長きに渡る社会的教育学
の伝統と新たに出現した就学準備の要求がどのように
して折り合いをつけるのかという問題としてとらえる
ことができる（Oberhuemer 2004）。

４．おわりに

（１）まとめと考察
　以上のことから，ドイツの保育システムは，社会的
教育学を理論的基盤とする青少年援助というシステム
の中に位置づいていることが明らかとなった。青少年
援助は，学校教育とは異なる独自の「教育」システム
としてとらえることができるものであるが，ここでは，
そのようなシステムにおける「教育」がどのようなも
のであるのかについて改めて整理・考察したい。
　キャメロン & モス（2011）は，社会的教育学には
国による多様性があることを指摘しながらも，その特
徴を以下の５点にまとめている。①教育（education）
と ケ ア（care） が 交 わ る 場 所， ② 子 ど も の 養 育

（upbringing）に関するもの，③社会問題に対する幅
広く教育的なアプローチ，④日常生活の中で行なわれ
る教育，⑤「最も広い意味での教育（education－in
－its－broadest－sense）」（p.８）。このような社会的
教育学に対する理解は，社会的教育学の伝統を持たな
いイギリスの問題状況に照らして浮かび上がってくる
ものであるという部分もあるが，ドイツ国内では必ず
しも明確に意識化されていない社会的教育学における

「教育」概念の特徴を端的に示したものであると思わ
れる。
　冒頭で指摘した通り，子どもの教育や援助にかかわ
る領域は，学校以外の場においても数多く存在してい
る。わが国において，それらは「乳幼児保育」「学童

保育」「児童養護」「青少年健全育成」「矯正教育」な
どの個別的な専門領域を形成しており，それらを包括
するような観点や，これらの子ども援助領域全体に対
する教育学の立場からの検討は，必ずしも十分である
とは言えない状況にある。ドイツの保育システムは，
学校と家庭以外で行なわれるあらゆる子ども援助領域
を包括するシステムの中に位置づいていること，そし
てそのような領域で行なわれる「養育」「ケア」など
を含む幅広い教育概念を有している点において，上記
のような問題状況にとって示唆的なものである。この
ような教育概念によれば，子どもあるいは人間の育ち
にかかわるあらゆる行為を教育の文脈からとらえるこ
とが可能になり，そのことは学校以外の場で行なわれ
る子ども援助を捉え直す視点の生成にとって有益であ
るといえるだろう。このような「教育」概念の捉え直
しは，教育ということばの原義に立ち返ることにもつ
ながるのではないだろうか。
（２）今後の課題
　ドイツの保育システムについては，以下のような問
題状況が指摘できる。ドイツのような包括的なシステ
ムの中では保育独自の専門性が高まりにくいこと10）

や，学校教育とは異なる「教育」システムにあっても，
学力問題への対応から学校教育との関係性，接続が問
題となっていること等である。また，特に保育に関し
ては，社会的教育学の理論的な部分がどれだけ実践に
反映されているのかについても疑問が残る。本研究で
は，保育システムに関して，青少年援助あるいは社会
的教育学の一領域としての位置づけに特化して検討を
行なったため，上記のようなドイツの保育をめぐる現
状を必ずしも反映したものとはなっていない。実践部
分やドイツ国内の現状を踏まえた分析が今後の課題で
ある。

【註】

１）このような統合形態は，スウェーデンをはじめと
して，ボツワナ，ブラジル，イングランド，アイス
ランド，ジャマイカ，ラトビア，リトアニア，ニュー
ジーランド，ノルウェイ，ルーマニア，ロシア，ス
コットランド，スロベニア，スペイン，ベトナム，
ザンビアにおいて採用されていることが報告されて
いる（Kaga et al. 2010）。ドイツは，デンマーク，フィ
ンランドとともに，「福祉への統合」形態をとる国
として紹介されている。

２）本研究における「保育システム」とは，旧西ドイ
ツにおいて受け継がれてきたシステムを指す。東西
分裂時代には，東ドイツでは全く異なるシステムが
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採用されていた。旧東ドイツの保育制度については，
豊田 2009，pp.37-39を参照のこと。東西統一後は，
西ドイツの保育システムが採用され現在に至ってい
る。また，ドイツは連邦制をとっているため，州ご
とによって保育システムは異なる場合があるが，本
研究では連邦レベルでの保育システムを対象とす
る。

３）児童・青少年援助法については，保田正毅（1999）
「ドイツの児童・青少年援助法（抄訳）」『愛知学泉
大学コミュニティ政策学部紀要』第２号，pp.171-
190を参考とした。

４）この３つの特徴については，生田（2010）が日本
とドイツにおける青少年の教育・福祉支援の相違点
として挙げたもの（pp.14-15）を参考とした。

５）社会的教育者については，吉岡真佐樹（2007）「教
育福祉専門職の養成と教育学教育―ドイツにおける
教育福祉専門職制度の発展と現状」『教育学研究』
第71巻第２号，pp.88-101が詳しい。

６）ワイマール期の保育の国制化については，大崎功
雄（1983）「二大大戦間における幼児教育のうごき」
岡田正章・川野辺敏監修／岩崎次男・天野正治編集

『世界の幼児教育５ ドイツ』日本らいぶらり，
pp.101-139，米村佳樹（1976）「ワイマール共和制
下における幼稚園政策に関する一考察」『広島大学
大学院教育学研究科博士課程論文集』第２巻，
pp.47-55を参照。

７）このような位置づけが行なわれる背景には，特に
旧西ドイツ地域における子育てに関する伝統的価値
観も関係している。ドイツでは，幼い子どもは家庭
で母親の手によって育てられるべきであるという伝
統的価値観があり，保育施設は社会的に恵まれない
人々のための施設であると認識されてきた。そのた
め，公的な保育施設の整備よりも，児童手当や育児
休暇の保障などの家族政策に力点が置かれてきた経
緯がある。

８）ロンドン大学の研究グループとは，Thomas 
Coram Research Unit（TCRU）である。詳細につ
いては，Cameron ＆ Moss 2011を参照。

９）状況アプローチについては，Zimmer, J. (1985) 
Der Situationansatz als Bezugsrahmen der 
Kindergarten reform. In: Enzyklopädie Erziehungs
　wissenshaft , Bd. 6, Erziehung in Früher 
Kindheit, Stuttgart:Klett-Cotta. SS.21-38. を参照。
また，ドイツの幼児教育方法については，豊田和子

（2010）「統一後のドイツにおける保育・就学前教育
事情（その２）―幼稚園における『教育の質』をめ
ぐる研究―」『桜花学園大学保育学部研究紀要』第

８号，pp.29-42を参照。
10）ドイツにおける保育の専門性の低さは，保育者養

成の水準が高等教育レベルに達していないことや，
保育研究の数の少なさという形で指摘されている

（OECD 2006，オーバーヒューマ＆ウーリッチ
2004）。
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